
滋賀県行政書士会は、基本的人権を尊重し、すべての人の権利を擁護
するとともに、調和と真心をもって国民の生活向上と社会の繁栄進歩に
貢献することを使命としています。

また、「国民の権利擁護の実現に資する」という行政書士制度の目的
に鑑み、行政書士の社会的役割を強く自覚し、地域に根差した権利擁護
の取り組みを通じて、すべての人の権利が尊重される共生社会の実現に
寄与します。 日本行政書士会連合会「行政書士の権利擁護に関する基本理念」より
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